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研究要旨 

 本研究は、「第七次看護職員需給見通し」の需給見通し期間である平成 23～25 年で実際に生

じた看護職員の需給数の把握を試みることを目的とした。また、平成 25 年において、予測さ

れた需要数と実際の需要数を比較し、乖離が認められた場合には、その要因についても検討し

た。さらに、需要数を予測するための方法論の検討や需給予測の供給を把握する際の情報とし

て必要となる潜在看護職員の推計も行った。さらに、本研究結果やヒアリング調査等を通じて

第八次看護職員需給見通しに向けた看護職員の需要の把握方法を検討した。 

 見通し調査の需要予測の妥当性検討は、平成 23 年から平成 27 年の需要予測数の増加率の高

位群、中位群、低位群の各カテゴリから一県を抽出し、初年度の研究結果を踏まえて調査票を

作成し、各県において病院を対象とした全数調査を実施した。そして、得られた回答から、A

県（高位群）、B県（中位群）、C県（低群）の平成 25 年の実際の需要数、平成 24 年（１年間）

の実際の供給数を推計した。これらの推計値を活用し、平成 23 年、平成 24 年の実際の需要数、

平成 23 年の実際の供給数についても推計し、各県において、平成 23 年～25 年における見通

し調査の需要予測数と本調査の実際の需要数を比較し、乖離率を算出した。 

また、乖離がみられた場合には、その要因についても把握した。参考として、県ごとに、実

人員ベースで平成 23 年における見通し調査の看護職員の充足率（県全体）と実際の充足率（病

院全体）の比較も行った。 

その結果、需要の常勤換算においては、B県、C県の平成 23 年～27 年の乖離率は 0.4～2.0%

であったが、A 県は B 県と C 県と比較して乖離率が高く、その乖離率は 2.2～3.9%であった。

実人員では、見通し調査の需要数と実際の需要数との間に 1.7～8.1%の乖離がみられた。特に、

A県では B県、C県と比較し、7.1～8.1%と乖離率が高かった。需要予測においては、乖離要因

を踏まえると、病床機能分化による影響、ワーク･ライフ･バランス推進、看護職員の臨床研修

の努力義務化への対応、診療報酬改定に伴う対応等を考慮した需要予測の重要性が示唆された。
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供給については、充足率の乖離から検討したところ、平成 24 年において、A県、B県、C県は

いずれも予測された充足率を下回っていた。供給数の推計においては、自県や他県の看護師養

成校を卒業した新卒看護職員の確保数や潜在看護職員の復職者数をどれだけ見込めるかによ

るため、各都道府県ベースでこれらの情報を把握することのできる手段を講じ、供給数の予測

に反映させることが必要である。 

潜在看護職員の推計は、厚生労働省が平成 14 年末時点で推計した潜在看護職員の推計方法

に基づき、初年度の研究で試みた方法に一部、変更を加えて精緻化を図り、平成 24 年末時点

の免許保持者数を算出し、看護職員就業者数を減ずることで、潜在看護職員数を算出した。そ

の結果、潜在看護職員数は 699,566 人であり、潜在看護職員率は 32.5%であった。 

なお、初年度の推計した平成 22 年末の潜在看護職員数は 714,669 人であり、潜在看護職員

率は 33.9%であった。ただし、初年度と今年度の推計方法は異なることから、平成 24 年末の

比較は参考であることに留意する必要がある。 

平成 24 年末の潜在看護職員率を性別にみると、男性が 19.3%、女性が 33.2%であった。年齢

階層別では 25 歳未満が 34.2%、25～29 歳が 31.6%、30～34 歳が 34.7%、35～39 歳が 29.4%で

あり、40～54 歳は約 30%であった。結婚・子育て世代に加え、若い世代の離職を防止し、非就

業率を下げる取り組みも重要であることが示唆された。 

第八次看護職員需給見通しにおける需要把握においては、現場の看護管理者からのヒアリン

グや実際の需要数と予測した需要数との乖離要因等を踏まえ、平成 37 年の病床の機能区分に

向けた各医療施設の方向性と対策、診療報酬改定の動き（入院基本料の算定区分の見直しによ

る看護職員の増減等）、現今の医療を取り巻く労働環境への対応としてのワ－ク・ライフ・バ

ランス等の労務管理機能、看護職員の臨床教育体制の強化、看護職員の専門性の向上等を考慮

することが重要である。 

 

 

A.研究目的 

 本研究の目的は以下のとおりである。 

1.「第七次看護職員需給見通し」の需給見

通し期間で実際に生じた看護職員の需給

数の把握を行う。また、平成 21 年度に実

施された「第七次看護職員需給見通し」

に係る調査（以下、見通し調査）」の需要

の予測数と実際の需要数を比較し、乖離

が認められた場合には、その要因につい

て検討する。 

2.初年度に潜在看護職員の推計方法を平成

22 年末時点で検討し、次年度に平成 24

年末の潜在看護職員数を推計する。 

3.本研究結果やヒアリング調査等を通じて

第八次看護職員需給見通しに向けた看護

職員の需要把握方法を検討する。 

 

B.研究方法 

1.予測した需要数と実際の需要数との乖離

の把握とその乖離要因に関する検討 

 初年度には、見通し調査期間における実

際の需要数を把握するための試行調査とし

て、平成 24 年における予測値と実際値との

比較を行った。対象県は、第七次看護職員

需給見通しにおける平成 23 年から平成 27

年の各都道府県の看護職員の需要数の増加

率に関する三分位数を算出して、高位、中

位、低位のいずれかに該当し、かつ原デー
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タが電子媒体で存在し、当該データの利

用・提供の可否に関する相談の受諾が可能

な県を合計 3 県抽出した。各県においてラ

ンダムに抽出した 36 施設、合計 108 施設を

対象とした。その結果を踏まえ、平成 25 年

は次の手順で本調査を実施した。 

 第七次看護職員需給見通しにおける平成

23 年から平成 27 年の各都道府県の看護職

員の需要数の増加率に関する三分位数を算

出し、高位、中位、低位のいずれかに該当

し、かつ原データが電子媒体で存在し、当

該データの利用・提供の可否に関する相談

の受諾が可能な県を合計 3 県抽出した。そ

の 3 県において、病院の全数調査を実施し

た。 

需給の妥当性を検討するための調査項目

は、『平成 25 年 6 月 1 日時点で配置してい

る就業形態別の看護職員数』、『平成 25 年の

実際の需給数、見通し調査と平成 25 年の実

際の需要数に差が生じた場合にはその理由

を把握するための設問』、『平成 24 年(平成

24 年 1月 1日～平成 24年 12 月 31 日)の実

際の供給数を把握するための設問』で構成

した。なお、調査票には、各対象施設が見

通し調査で回答した平成25年 6月1日時点

における看護職員の需要数をあらかじめ記

載し、回答者が『見通し調査と平成 25 年の

実際の需要数の差』を容易に算出できるよ

うにした。 

得られた回答に基づき、A 県（高位）、B

県（中位）、C 県（低位）の平成 25 年の実

際の需要数、平成 24 年（１年間）の実際の

供給数の推計を行った。これらの推計値を

活用し、平成 23 年、平成 24 年の実際の需

要数、平成 23 年の実際の供給数を推計した。

そして、各県において、平成 23 年～25 年

における見通し調査の需要予測数と本調査

の実際の需要数を比較し、乖離率を算出し

た。また、乖離がみられた場合には、その

要因についても把握した。 

また、参考として、県ごとに平成 23 年に

おける見通し調査の看護職員の充足率（県

全体）と実際の充足率（病院全体）を比較

した。なお、見通し調査の「病院」のみを

対象とした充足率は入手できなかったため、

見通し調査の看護職員の充足率（県全体）

には、「病院」に加え、「診療所」「助産所」

「訪問看護ステーション」「介護保険関係

（訪問看護ステーションを除く）」「社会福

祉施設及び在宅サービス」「看護師等学校養

成所」「保健所・市町村」「事業所、研究機

関等」のカテゴリも全て含め、比較対象と

した。 

  

2.潜在看護職員数の推計方法 

 厚生労働省が平成 14 年末時点で推計し

た潜在看護職員の推計方法に基づき、初年

度の研究で試みた方法に一部、変更を加え

て精緻化を図り、平成 24 年末時点の免許保

持者数を算出し、看護職員就業者数を減ず

ることで、潜在看護職員数を算出した。 

 

3.第八次看護職員需給見通しに向けた看護

職員の需要数の把握方法の検討 

 初年度の試行調査を踏まえ、需要数を簡

便に把握するための項目を作成し、調査を

通じてその項目の回答状況を把握した。ま

た、現場の看護管理者から、①この簡便な

方法で需要数を回答することが可能かどう

か、②現場における看護職員配置計画の策

定方法、③見通し調査の需要数を算出する

ための考え方の項目が現場と合致している
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かどうか、④見通し調査の項目で需要数を

予測することが可能かどうかについてヒア

リングを行った。 

 

4.倫理的配慮 

本研究の調査は、千葉大学大学院看護学

研究科の倫理審査委員会の承認を得て行っ

た。 

対象施設に対しては、研究の概要に関す

る説明文書を同封するとともに、依頼状に

は、①調査票のデータは、本研究のみに使

用し、それ以外の利用目的では使用しない

こと、②調査への協力は、施設の自由意思

にまかされ、調査を断ることで、施設には

一切の不利益が発生しないこと、③調査実

施後の協力の途中辞退は可能であり、この

ような場合でも施設には一切の不利益が発

生しないこと、④調査結果の公表にあたっ

ては、施設名は匿名化し、施設名が特定さ

れないように配慮すること、⑤本調査に関

する質問や疑問点について、随時、研究代

表者が応じること等を含めた。 

 

C.結果 

1.需給の予測数と実測数の乖離とその要因 

1)試行調査 

回答が得られた施設数は、高位県は 36 施

設中 10 施設、中位県は 36 施設中 9 施設、

低位県は36施設中2施設であり、回収率は、

順に、27.7%、25.0%、5.6%であった。 

その3県19施設から、有効回答が得られ、

需要の予測数と実際数の乖離率は約 2%であ

った。 

その乖離要因は、施設によって様々であ

り、医療制度に応じた施設の経営・運営方

針、労務管理方針、看護部の看護職員に係

わる雇用の方針等によって影響を受けてい

た。 

 

2)本調査 

調査票の回収率は、A 県が 18.6%(21/113

病院)、B 県が 24.8%(27/109 病院)、C 県が

33.3%（20/60 病院）であった。 

A県の需要の予測数と実際数の乖離率（常

勤換算）は、平成 23 年が 3.9%、平成 24 年

が 2.8%、平成 25 年が 2.1%であった。B 県

の需要の予測数と実際数の乖離率（常勤換

算）は、平成23年が1.1%、平成24年が1.1%、

平成 25 年が 1.4%であった。C県の需要の予

測数と実際数の乖離率（常勤換算）は、平

成 23 年が 0.4%、平成 24 年が 0.8%、平成

25 年が 2.0%であった。A 県、B 県、C 県と

もに、実際数が予測数を上回った。 

実人員では、予測数と実際数との間に 1.7

～8.1%の乖離がみられた。特に、A県では B

県、C県と比較し、7.1～8.1%と乖離率が高

かった。 

乖離要因は、「外来の機能強化」「管理体

制の充実・見直し」「入院基本料の算定区分

の見直し」「研修体制、実習受け入れ体制の

充実・見直し」「専門機能の充実・見直し」

等であった。平成 23 年、24 年の県全体（見

通し調査）と県全病院（本調査）との充足

率の差は表 1に示した。 
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表 1 見通し調査と本調査の充足率の比較 

  
A 県(高位） B 県(中位） C 県(低位） 

平成 23 年 平成 24 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 23 年 平成 24 年 

①県全体 92.7 96.1 95.9 96.7 97.5 97.7 

②病院全体 93.4 90.5 95 92.6 89.2 86.3 

差(②-①） 0.7 -5.6 -0.9 -4.1 -8.3 -11.4 
     *充足率（１＋(｜供給数-需要数｜/需要数））*100  

 

2.潜在看護職員数推計結果 

1)平成 22 年末推計 

 平成 22 年末時点において、看護師・准看

護師の免許取得者数は 2,110,240 人、就業

者看護職員数は 1,395,571 人であり、潜在

看護職員数は 714,669 人と推計され、潜在

看護職員率は 33.9%であった。 

2)平成 24 年末推計 

平成 24年末の潜在看護職員数は 699,566

人であり、潜在看護職員率は 32.5%であっ

た。潜在看護職員率を性別にみると、男性

が 19.3%、女性が 33.2%であった。年齢階層

別では25歳未満が34.2%、25～29歳が31.6%、

30～34 歳が 34.7%、35～39 歳が 29.4%であ

り、40～54 歳は約 30%であった。  

 

3.看護職員の需要数の把握方法 

 本調査で作成した需要の増減数のみを回

答する項目においては、ほぼ回答できてい

た。ヒアリング調査からも、回答可能であ

ることが確認された。見通し調査の看護職

員配置計画では、要因別に看護職員数を増

減させる項目となっていたが、現場からは

回答しにくいという意見が聞かれた。考慮

しなければならない要因さえあげられてい

れば、それを踏まえ増減数を回答すること

は可能であり、回答に負担のない項目が望

まれるということであった。 

要因としては、現場では、平成 37 年の病

床の機能区分に向けた各医療施設が選択す

る方向性や経営方針、それに伴う診療報酬

への対応を軸とし、現今求められているワ

ーク・ライフ・バランスの実現、現場にお

ける看護職員の臨床教育の充実・強化、看

護の専門性の強化等をできる限り考慮した

看護職員配置計画を策定しており、これら

を考慮して回答できる項目とするべきとい

う意見が聞かれた。 

 

D.考察 

1.需給予測の妥当性 

常勤換算における乖離率からみたときは、

見通し調査における需要の増加率が中位（B

県）、低位（C県）では、需要の予測数は実

際数を反映する妥当なものとなっていた。

高位(A 県)では、中位（B県）および低位（C

県）と比較し、乖離率は高くなっているも

のの、その乖離率は 2.2%～3.9%であり、あ

る程度、妥当なものであった。 

実人員においては、中位（B県）、低位（C

県）では、見通し調査の実人員数と大きく

乖離しない傾向にある。しかし、見通し調

査における需要の増加率が高位(A 県)では

では、乖離率は 7.1%～8.1%と、中位（B県）

や低位（C 県）よりも高い傾向にあり、実

際の需要数がさらに増加していた。 
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A 県において、実際の需要数が予測した

需要数を上回った理由として、「労務管理機

能の強化」「研修体制、実習受け入れ体制の

充実・見直し」「管理体制、専門機能の充実・

見直し」があげられており、臨床現場では

当初の予測以上に、在院日数が短縮する中

で、重症度や看護必要度の高い患者が増加

し、その環境の中で、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現や看護職員の臨床教育体制を

整備していかなければならず、実際の需要

数の増加に影響したのではないかと推察さ

れる。現今の病床機能の分化による影響に

加え、現場の看護密度の変化の程度とその

対応についても考慮した需要予測が重要で

ある。 

  参考として、実人員ベースで見通し調査

における平成 23 年、24 年の看護職員の充

足率（県全体）と病院全体の実際の充足率

との乖離率について、対象とした各県で比

較を行った。その結果、平成 24 年の時点で、

どの県も予測した充足率よりも下回ってい

た。見通し調査で需要数の増加率が低位で

あった C県では 11%以上下回っており、A県

は 5.6%、B県は 4.1%下回っていた。 

 C 県では、需要数の増加を低く見積もっ

ているものの、供給が追いついていない現

状が明らかとなった。C 県では、看護師不

足となっており、需要数を多く望んでも、

供給があまり期待できないことから、業務

のスリム化・効率化を通じて需要を低く抑

えている傾向にあるのではないかと推察さ

れた。A県、B県では、予測した需要数を満

たすことができるように看護職員の確保対

策を推し進め、需要に供給が追いつくよう

な働きかけが行われているのではないかと

思われた。 

2. 潜在看護職員を復職させるための取り

組み 

平成 24 年末点における潜在看護職員数

の推計を行ったところ、潜在看護職員数は

699,566 人であり、潜在看護職員率は 32.5%

であった。推計方法に違いがあるものの、

平成 16年の潜在看護職員率は 35.1%となっ

ており、この 8年間で 2.6%とわずかながら

低下がみられていた。なお、平成 24 年末の

推計は、平成 22 年末の推計方法と異なり、

比較は参考にとどまる。 

日本看護協会「潜在ならびに定年退職看

護職員の就業に関する意向調査報告書

（2007）」によると、潜在看護職員の離職理

由（割合が高い順）は「妊娠・出産」が 30%、

「結婚」が 28.4%、「勤務時間が長い・超過

勤務が多い」が 21.9%、「子育て」が 21.7%、

「夜勤の負担が多い」が 17.8%となってい

る。近年、看護職員の離職防止や職場定着

促進を目指し、ワーク・ライフ・バランス

を実現するための取り組みが行われている。

日本看護協会では平成 19 年度から、多様な

勤務形態の導入を検討し、平成 22 年度から

は、都道府県看護協会と日本看護協会が協

働し、地域を主体に看護職の働き続けられ

る職場づくりのための活動を全国的に展開

する「看護職のワーク・ライフ・バランス

推進ワークショップ」事業を開始している。

平成 16 年と比較し、潜在看護職員率がわず

かながら低下した理由として、このような

取り組みも影響していることが推察される。 

しかしながら、潜在看護職員率は未だに

30%以上であり、ワーク・ライフ・バランス

の施策をさらに推進するとともに、「勤務時

間が長い・超過勤務が多い」「夜勤の負担が

多い」といった理由への対策も強化してい



7 
 

くことが必要である。超過勤務時間を減ら

すための取り組みとしては、チーム医療の

促進や多職種との役割分担による看護職の

業務負担軽減や業務の効率化に取り組むこ

とが必要である。長い勤務時間や夜勤の負

担に関しては、日本看護協会による「看護

職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライ

ン」に準じながら、看護職を取り巻く労働

環境や労働条件を改善していくことが求め

られる。 

世代別の潜在看護職員率から就業率を算

出してみると、女性が大半を占める看護職

員では、「若い世代(25 歳未満)」と「結婚

や出産を機に看護の職場を離れる世代(25

～34 歳)」においてほとんど変わらないこ

とが示された。我が国における年齢階層別

の女性の就業率は、一般的に M 字カーブを

描くことが知られている。看護の労働力を

確保するためにも、非就業率を低下させる

方策の整備・推進が急務である。結婚・出

産というライフイベントがあっても就業を

継続できる施策や労働環境を整備すること、

若い世代の離職を防止し、非就業率を下げ

る取り組みが重要であると考えられた。 

 

3.看護職員の需要数の把握について 

 現場では、平成 37 年の病床の機能分化に

準じた自施設の経営方針を踏まえ、それを

軸として、種々の要因を複合的に捉えて看

護職員配置計画を策定している。種々の要

因別に看護職員の増減数の記載よりも、需

要数を考える際に考慮すべき要因を明確に

示し、全体の増減数のみの記載を求めたほ

うが現場の負担は少ないことが示唆された。 

 要因としては、現場の看護職員配置計画

を踏まえ、自院の経営方針に基づき、ワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けた労務

管理機能の強化現場における看護職員の臨

床教育の充実・強化、看護の専門性の強化

等を含めることが必要である。 

ただし、現場では、需要数を予測しても、

診療報酬の改定などで予期せぬ対応が求め

られると予測通りにはいかなくなるため、

この点では需要予測を困難と捉えていた。

各医療施設の看護職員配置計画は、病床数

の増減、入院基本料の算定区分の見直しに

より強く影響を受けるため、医療施設ごと

の需要予測には限界が伴う。都道府県や医

療圏ごとに、医療ニーズを踏まえて、適正

労働時間や適正看護職員配置を加味した需

要数予測を行っていくことも必要になるだ

ろう。 

 

E.結論 

 「第七次看護職員需給見通し」の需給見

通し期間における需要の実際数と予測数と

の乖離では、常勤換算において、見通し期

間における需要の増加率が高位（A 県）の

県では、中位（B 県）、低位（C 県）の県と

比較して、予測数と実際数との乖離が大き

い傾向にあった。実人員では、常勤換算よ

りもその乖離率は大きくなり、同様に高位

（A県）の県で最も乖離率が大きくなった。 

病床機能分化による影響による「外来の

機能強化」「管理体制の充実・見直し」「入

院基本料の算定区分の見直し」、ワーク･ラ

イフ･バランス推進による「管理体制の充

実・見直し」、看護職員の臨床研修の努力義

務化の影響による「研修体制、実習受け入

れ体制の充実・見直し」、診療報酬改定に伴

う「専門機能の充実・見直し」が乖離要因

であると考えられた。これらの要因を見込
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んだ需要予測が必要である。 

供給については、充足率の乖離から検討

したところ、平成 24 年において、A 県、B

県、C 県はいずれも予測された充足率を下

回っていた。供給数の推計においては、自

県や他県の看護師養成校を卒業した新卒看

護職員の確保数や潜在看護職員の復職者数

をどれだけ見込めるかによるため、これら

の情報を各都道府県ベースで把握するため

の手段が必要である。 

なお、本研究の推計は回答が得られた病

院のデータに基づいている。本研究で実施

した調査の回収率は、18.6%～33.3%にとど

まっており、本結果を一般化できない限界

がある。 

潜在看護職員数は 699,566 人であり、潜

在看護職員率は 32.5%であった。世代別の

潜在看護職員率から就業率を算出してみる

と、「若い世代」と「結婚や出産を機に看護

の職場を離れる世代」においてほとんど変

わらなかった。結婚・出産というライフイ

ベントがあっても就業を継続できる施策や

労働環境を整備すること、若い世代の離職

を防止し、非就業率を下げる取り組みが重

要である。 

 現場では、平成 37 年の病床の機能分化に

準じた自施設の経営方針を踏まえ、それを

軸として、種々の要因を複合的に捉えて看

護職員配置計画を策定している。種々の要

因別に看護職員の増減数の記載よりも、需

要数を考える際に考慮すべき要因を明確に

示し、全体の増減数のみの記載を求めたほ

うが現場の負担は少ないことが示唆された。 

 

F.研究発表 

1. 論文発表：なし 

2. 学会発表：なし 

 

G.知的所用権の取得状況 

1.特許取得：なし 

2.実用新案登録：なし 

3.その他：なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


